
（１） 短期給付及び福祉事業
令和６年度の標準報酬の月額・標準期末手当等の額との割合

福祉

福祉事業

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

職員団体 職員団体 職員団体 職員団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

派遣先団体 派遣先団体 派遣先団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

8.55
６５歳以上７０歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

（５０） 98.00 17.10

注１

２

３

４

５

６

７

短期組合員

６５歳未満

７０歳以上７５歳未満

（４１）

７０歳以上７５歳未満
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育児休業手当
金及び介護休
業手当金に要
する費用の公
的負担金

短期給付 短期給付

－

６５歳未満

７０歳以上７５歳未満
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49.0 1.90

－

短期分 介護分

短期給付の特
別財政調整事
業に係る調整
負担金

掛金 負担金

短期分 介護分 事業

8.55

 ｢長期組合員｣、「市町村長長期組合員」とは、一般組合員、市町村長組合員のうち、後期高齢者医療制度の適用（７５歳以上の者及
び６５歳以上７５歳未満で一定以上の障害があることにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者）となる職員である組合員を
いう。

介護分（介護納付金分）にあっては、第２号被保険者に該当する４０歳以上６５歳未満の組合員を対象として対象月について徴収しま
す。（地方公務員等共済組合法第１１４条）

 「特別職の職員である組合員」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職の職員（地方公共団
体の長を除く。地方公共団体の長は、市町村長組合員又は市町村長長期組合員）である組合員をいう。

 ｢公益的法人等派遣職員である組合員｣とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０
号。以下「公益的法人等派遣法」という。）第２条第１項の規定により派遣された職員である組合員をいう。

算定において、短期分と福祉事業の割合を合わせて標準報酬の月額・標準期末手当等の額に乗じます。
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組合員種別

（種別コード）

一
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組
合
員

一般職の職員である組
合員

特別職の職員である組
合員

職員団体の事務に従事
する職員である組合員

公益的法人等派遣職員
である組合員

６５歳未満

６５歳未満

７０歳以上７５歳未満

0.74

0.10 0.74

49.0 1.90

49.0 1.90

６５歳以上
７５歳未満障害

６５歳以上
７５歳未満障害

７５歳以上
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６５歳未満

６５歳以上
７５歳未満障害

一般職の職員である組
合員

特別職の職員である組
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市町村長長期組合員

７５歳以上

７５歳以上
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8.55

－

－

－

8.55

 「短期組合員」とは、令和４年１０月からの短時間勤務職員の適用拡大により、短期給付・福祉事業のみ適用となる職員である組合員
をいう。
 ｢後期高齢者等短期組合員」とは、短期組合員のうち、後期高齢者医療制度の適用となる職員である組合員をいう。
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（２）

①

組合員保険
料

負担金 掛金 負担金

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

職員団体 地方公共団体 職員団体 職員団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

派遣先団体 地方公共団体 派遣先団体 派遣先団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満障
害

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満障
害

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満障
害

公庫等 地方公共団体 公庫等 公庫等

91.50 39.6

７０歳以上

７５歳未満

注１

２ 短期給付及び福祉事業の（１）注３～５を参照。
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退職等年金給付
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－－ －
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－ － －

183.00

－

91.50

長期給付

市町村長組合員

特定消防組合員

（１０）

（１６）

（１１）

（１８）

（１５）

組合員種別

令和６年度の標準報酬の月額（標準報酬月額）・標準期末手当等の額（標準賞与額）との割合

（種別コード）

（１６）

（１７）

６５歳以上
７０歳未満障
害

（３６）

７０歳未満

一般職の職員である
組合員

特別職の職員である
組合員

職員団体の事務に従
事する職員である組
合員

（２６）

（単位：千分率）

一
般
組
合
員

７０歳未満 （２０）

７０歳未満

公益的法人等派遣職
員である組合員

（７６）

７０歳未満

「継続長期組合員」とは、地方公務員等共済組合法第１４０条第１項の規定により組合員であるものとされた者及び
公益的法人等派遣法第１１条の規定により公庫等職員とみなして組合員であるものとされた者をいう。
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② 追加費用率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

※

追加費用率 ＝

追加費用率 ＝

③ 恩給組合条例給付に要する費用

（３）

① 標準報酬の月額（標準報酬月額）

最高限
度額

第５０級 1,390,000 第３２級 650,000 第３２級 650,000

最低限
度額

第１級 58,000 第１級 88,000 第１級 88,000

② 標準期末手当等の額（標準賞与額）

最高限
度額

（ 単位：‰）
令和６年度

厚生年金保険給付 経過的長期給付
長野市 10.1 1.2
松本市・上田市 10.0 1.1
岡谷市・飯田市 10.2 1.2
諏訪市 10.8 1.2
上　記　以　外 10.0 1.1

　厚生年金保険給付分及び経過的長期給付分とも４月１日現在の組合員の標準報酬月額の総額　（７
０歳以上の者を含む。）を用いて算定し、９月に納入していただく予定です。（別途通知）

〈算定方法〉

４月１日現在の組合員の
標準報酬月額の総額
（７０歳以上の者を含む。）

×　　１２ ×
追加費用額

（厚生年金保険給付分） （厚生年金保険給付分）

４月１日現在の組合員の
標準報酬月額の総額
（７０歳以上の者を含む。）

×　　１２ ×
追加費用額

（経過的長期給付分） （経過的長期給付分）

　令和５年度における給付額を、旧恩給組合を構成していた市町村及び一部事務組合の令和５年度
における標準報酬等合計額の総額（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額）で按分して
払込金額を算定します。

標準報酬の月額（標準報酬月額）・標準期末手当等の額（標準賞与額）の最高限度額及び最低限度額

（単位 ： 円）

短期給付 厚生年金保険給付 退職等年金給付

（単位 ： 円）

短期給付 厚生年金保険給付 退職等年金給付

年度累計額  　5,730,000 支給月ごと   1,500,000 支給月ごと   1,500,000



（４）

＜長期及び短期給付を受ける組合員に係る単価＞

14,980 円

　　　　　　　　　　　地方公共団体の負担金（事務費負担金） 9,840 円（月額820円）

　負担内訳　　　　短期経理より繰入　　　　　　　　　 1,500 円

　　　　　　　　　　　厚生年金保険経理より繰入　　　　　　　　　　　　 3,310 円

　　　　　　　　　　　経過的長期経理より繰入　　　　　　　　　　　　 330 円

5,890 円

　　　　　　　　　　　地方公共団体の負担金（事務費負担金） 4,390 円(※下記のとおり)

　負担内訳　　　　短期経理より繰入　　　　　　　　　 1,500 円

　　※　令和６年４月分　　　　　　　　　　　 ：　月額３７５円

　　　 　令和６年５月分～令和７年３月分 ：　月額３６５円

（５）

千分の 3.6標準報酬月額（厚年）・標準賞与額（厚年）に対する率

令和６年度における組合の事務に要する費用は、次の額となります。

事務費負担金

公益的法人等派遣法による派遣職員及び退職派遣者等に係る子ども・子育て拠出金

　　事務費年額　　（組合員一人当たり）　

＜短期組合員に係る単価＞

　　事務費年額　　（組合員一人当たり）　


